
総
務
省
令
第
四
十
八
号 

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
十
七
号
）
附
則
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民

基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

令
和
七
年
五
月
二
日

 

総
務
大
臣　

村
上
誠
一
郎　
　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令 

第
一
条　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
住
民
基
本
台

帳
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
十
四
第
三
項
（
住
民
基

本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
旧
氏
等
記
載
者
の
う
ち
、
当
該
旧
氏
等
記
載
者
に
係
る
住
民
票
に
記
載
（
住
民
基
本
台

帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
住
民
票
に

あ
っ
て
は
、
記
録
。
以
下
同
じ
。
）
が
さ
れ
て
い
る
旧
氏
（
新
令
第
三
十
条
の
十
三
に
規
定
す
る
旧
氏
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
旧
氏
の
振
り
仮
名
（
同
条
に
規
定
す
る
旧
氏
の
振
り
仮
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
変
更
の
請
求
を
す
る
者



で
あ
っ
て
、
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
旧
氏
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
戸
籍
又
は
除
か
れ
た
戸
籍
に
旧
氏
の
振
り
仮
名

の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
新
令
第
三
十
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
次 

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

旧
氏
の
振
り
仮
名
に

旧
氏
に
用
い
ら
れ
る
文
字
の
読
み
方
を
示
す
文
字
に

旧
氏
の
振
り
仮
名
そ
の
他

旧
氏
に
用
い
ら
れ
る
文
字
の
読
み
方
を
示
す
文
字
そ
の
他

並
び
に

及
び

こ
と
及
び
当
該
旧
氏
の
振
り
仮
名
が

こ
と 

当
該
変
更
の
直
前
に
称
し
て
い
た
旧

氏
に
係
る
旧
氏
の
振
り
仮
名
で
あ
る

こ
と

戸
籍
謄
本
等

戸
籍
謄
本
等
並
び
に
当
該
文
字
が
示
す
読
み
方
を
過
去
に
当
該
旧
氏
に
用
い
ら

れ
る
文
字
の
読
み
方
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
住
所
地
市

町
村
長
に
お
い
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）



２　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
令
第
三
十
条

の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
旧
氏
記
載
者
の
う
ち
、
当
該
旧
氏
記
載
者
に
係
る
住
民
票
に
記
載
が
さ
れ
て
い
る
旧
氏
の
変
更

の
請
求
及
び
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
旧
氏
に
係
る
旧
氏
の
振
り
仮
名
の
当
該
住
民
票
へ
の
記
載
の
請
求
を
す
る
者
で
あ
っ

て
、
当
該
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
旧
氏
の
記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
る
戸
籍
又
は
除
か
れ
た
戸
籍
に
旧
氏
の
振
り
仮
名
の

記
載
又
は
記
録
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句 

は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

旧
氏
の
振
り
仮
名
を

旧
氏
に
用
い
ら
れ
る
文
字
の
読
み
方
を
示
す
文
字
を

旧
氏
の
振
り
仮
名
そ
の
他

旧
氏
に
用
い
ら
れ
る
文
字
の
読
み
方
を
示
す
文
字
そ
の
他

並
び
に

及
び

こ
と
及
び
当
該
旧
氏
の
振
り
仮
名
が

こ
と 

当
該
変
更
の
直
前
に
称
し
て
い
た
旧

氏
に
係
る
旧
氏
の
振
り
仮
名
で
あ
る

こ
と



戸
籍
謄
本
等

戸
籍
謄
本
等
並
び
に
当
該
文
字
が
示
す
読
み
方
を
過
去
に
当
該
旧
氏
に
用
い
ら

れ
る
文
字
の
読
み
方
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
住
所
地
市

町
村
長
に
お
い
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
。
）

第
二
条　

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
令
第
三
十
条
の
十
四
第
三
項
の
請
求
を
受
け
た

住
所
地
市
町
村
長
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
所
地
市
町
村
長
を
い
う
。
）
は
、
当
該
請
求
に
係
る
旧
氏
に
用
い
ら
れ
る

文
字
の
読
み
方
を
示
す
文
字
を
、
旧
氏
の
振
り
仮
名
と
し
て
住
民
票
に
記
載
を
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
記
載
が
さ
れ
た
者
に
係
る
新
令
第
三
十
条
の
十
三
及
び
第
三
十
条
の
十
四
の
規
定
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
記
載
が
さ
れ
た
文
字
を
旧
氏
の
振
り
仮
名
と
み
な
す
。 

　
　
　

附　

則 

　

こ
の
省
令
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
五
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行

す
る
。 


